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文草道あるいは紀伝道と呼びならわされてきたところの,大学寮における漢文学･中国

史専攻の課程(本稿ではその正式呼称をも問題にするので,仮に｢文学科+と呼ぶ)につ

いては,これまでに少なからぬ研究の蓄積があるo周知のように文学科は･とくに9世紀

以後大学寮の筆頭学科･中心学科の位置を占めて平安朝漢文学隆盛の測叢となったのみな

らず,当時の政界･官界のり丁ダーをも多数輩出した.そのため教育史はもちろん,政治

史･文化史･日本漢文学史･国文学史などにおいても研究対象として取り上げられるこ

とが少なくなく,文学科をめぐる諸問題に対しては広く深く考察のメスが加えられてき

f=1,.ところが近年,文学科に関する極めて基礎的な問題をめぐって新しい提言がなされ

ているので,本稿でほそれを取り上げて若干の検討を試みたい｡新しい提言とほ,東野治

之氏の文学科設立年代に関する新説および桃裕行氏の文学科の正式名称についての主衷で

あって,何れも在来の通説ないし多数説とは真向から対立する斬新な提言である｡

ただし東野氏の新説には,その論拠に多少の暖昧さが残る点もある｡しかし近年活発化

しつつある木簡研究の有力な推進者として木簡資料を駆使しつつ古代の学問･教育に関す

るすぐれた論考2'を精力的に発表しておられる東野氏の新主東は･綿密な検討に価するだ

けの重みをもっていると考えられる｡また戦後早い時期に『上代学制の研究』 (1947年)杏

世に問うて大学寮研究をリードして来られた桃氏ほ,その後文学科の正式名称について新

しい主張をされたことがあったが3',この程公刊された上記著書の復刻改訂版においてこ

の主張をさらに明確な形で繰り返しておられる.氏の駿尾に附して古代教育史を手がけて

いる一人として,氏の主張をどう受け止めるかは避けて通ることのできない問題であると

思われる｡それゆえ,東野氏･桃氏の提言に対するささやかな検討の結果を,以下にまと

めてみたいと思う｡

*

教育学教室(Dept. of Education)



34

注

1)研究史のおおまかな整痩ほ, 『講座 日本教育史』5,滴究史･研究方法(1983年)中の拙稿
｢原始･古代+紅おいて試みた.

2)東野治之｢『論語』 『千字文』と藤原宮木簡+ ｢平城宮出土木簡所見の『文選』李善注+ ｢奈良

時代における『文選』の普及+など(以上,同氏『正倉院文書と木簡の研究』 1977年所収),
同氏｢平城宮出土資料より見た難波津の歌+ ｢糞努岡万墓誌の述作+ ｢漢字の伝来と受容+など

(以上,同氏『日本古代木簡の研究』 1983年所収)

3)桃裕行｢古事額苑と上代学制+ (『古事類苑月報卦6, 1967年9月)

これまで大学案文学科は, 728年(神亀5)および730年(天平2)の学制改革に際して

新設されたと考えられてきた｡ただ細部については異説があった｡文学科教官である文章

博士1名の設置が728年であること,その学生である文章生の入学資格が規定されたのが

730年であることについては一致を見ているが,文章生の設置時については728年説1)と

730年説2)とがある.また文学科新設の目的については,大学寮の学科を貢挙(国家試験)

の科目(秀才科･進士科)に対応させるためとする多数説3)と,宮廷詩人養成のためとする

少数説4)とがある.このように細部においては若干の相違を残しながらも,神亀･天平の

学制改革において文学科が設立されたとする通説に疑念がさしはさまれたことほ,これま

でにほ全くなかったのである｡

ところが東野氏ほ次のように述べて在来の通説を否定するとともに,奈良時代初期設立

説を提起された｡

これまでの通説では,明法科と共に,これらの改革で(神亀･天平の学制改革を指す,

引用老注)文章科(本稿でいう文学由,引用者注)が創置されたとするが･･････利光三拝夫

｢奈良時代における大学寮明法科+ (『律令制とその周辺』所収)の研究結果から類推し

て,文章科も奈良時代初期から置かれていたとみるべきであろう5)0

文学科設立年代は奈良時代初期にまで遡り得るとする主菜は,管見の範囲では全く新し

い説である｡ただ残念なことに氏はその論拠を明確に示されていない｡この新説は,奈良

時代における『文選』の普及状態を具体的に解明された論考の中で提起されているのであ

るが, 『文選』の普及をもたらした一要因として文学科の早期設立が主張されているので

もない.それとほ反対に, ｢文選の普及は,登庸試や大学寮の教育に直接結びつかない6'+

と明言されている｡結局上引箇所で述べられているように,利光三洋夫氏の所説からの

｢額推+という以上の論拠ほないと見るほかほないのであるが,もしそうであるならば東

野氏新説の検討は,氏の｢類推+に根拠を与えた利光氏所説の検討を通じて行なうほかは

ないことになる-.ただし利光氏は文学科について論じているのではない｡文学科とともに

神亀･天平の学制改革に際して新設されたと従来考えられてきた法学料(のちの明法道)に

ついて,その設立年代は和銅年間(708-714)まで遡り得ると主張されているのであっ

て7),法学科が和銅年間の設立なら文学科も同じ頃に設立されたと東野氏は｢類推+され

ているのである｡それでは東野氏の｢額推+の根拠となった利光説の論拠は何かといえ
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ば,約言すると結局次の二点に帰着するo

① 養老4年(720) 2月4日格に｢大学明法博士+ ｢明法博士+の名称がみえることo

② 神亀3年(726)11月15日官符,和銅4年(711)10月10日口重に見える｢令師+

は明法博士の別称と解されること｡

この二点が確かに認められるなら,大学棄法学科8'の教官である明法博士が711年ない

し720年以前に存在していたことになり,該学科の設立年代ほ神亀･天平を遥かに遡るこ

とになる.しかし果して①②は承認し得るところなのであろうか,以下贋を追って検討

してみよう｡

先ず①において養老4年2月4日格とされているものは,確かに『令集解』僧尼令任

僧綱集および准格律粂の二か所に見える'o

(A)養老四年二月四日格,問,大学明法博士越智直広江等,答,凡僧尼給公験,其

数有三,初庶給-,受戒給二,師位給三,毎給収旧,伽注穀字,但律師以上者,毎遷

佳肴告牒,不在収旧之例也9)o

(B)養老四年二月四日格云,問,明法博士越智直広江等,答,凡僧尼給公験,其数

有三,初庶給-,受戒給ニ師位給三,毎給収旧,釣注穀字,但律師以上者,毎遷任有

告牒,不在収旧之例10)0

このうち(A),つまり任僧綱条に見えるものは『令釈』の,(B),つまり准格律条に見える

ものほ『讃記』の引用するところであるがほとんど同文である｡両者が同じ文を引いてい

ることほ明らかで,もし｢間+以下の文が養老4年2月4日格(以下単に養老4年格と略称)

の内容であると考えてよいなら, 720年当時明法博士が存在していたことほ疑えないこと

になるoただし文中の｢明法+を換入とする説もある11'.その根拠はとくに示されていな

いが,もしこの換入説が728年の明法博士新設を前提にして,それ以前には明法博士は存

在しなかった筈だから養老4年格の｢明法+は挽入だとするのであれば論外であろう｡利光

説では(A) (ち)を根拠にして728年の明法博士新設が疑われているのであるから,疑問

の対象となっている事柄を論拠に(A) (B)を否定すること/つまり｢明法博士+を｢博

士+の誤記だとすることはむろんできない｡ただ(A) (B)において明法博士とされてい

る越智広江ほ『懐風藻』には｢従五位下刑部少輔兼大学博士+と見え12',また, 721年

(養老5),政府から表彰を受けた学者14人の中に｢明経第一博士+として名を列ねてい

る13'. 『懐風藻』に見える官位ほ彼の極官と考えられるので,広江が大学寮儒学科教官と

してその官歴を終っていることは確かである.また｢明経第一博士+は大学寮教官を指す

のでほなく｢その道の篤学の者と云ふ程の意味14'+,つまり儒学(明経)の領域狂おける

篤学老と解されている｡これらの史料による限り彼が儒学畑の学者･教官だったことほ明

らかで,従って(A) (B)に見える｢明法+を換入と解する余地もないわけではない｡し

かし前引の如く彼は刑部少輔を兼ねたこともあり,また②の神亀3年11月15日官符で

ほ｢令師+であったことが知られる｡この令姉が利光氏のいう如く明法博士の別称である

か否かについては後に考えるが,佐にそうでなかったにしても,とくに法律に深い造詣を

要する職(ないしそのような人に与えられる称号)だったと考えられる｡広江が儒学のみなら
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ず法律中こも精通していたことは確かであって,彼が明法博士に任じられた可能性もいちが

いに否定できない｡それゆえ(A) (B)の｢明法博士+を｢博士+の誤記と見なすこと,

つまりその中の｢明法+を換入と解することほ困難であるというはかはない｡

それでは(A) (B)によって明法博士が720年当時すでに存在していたと断言できるか

というと,決してそうではない｡上引の如く(A)では｢養老四年二月四日格,問--･

答･--+, (B)では｢養老四年二月四日格云,問-･･･答-･･-+となっていて,一見すると

｢問+以下の文が養老4年格に引用された文であるかのように見えるが,実はこの文,具

体的には｢答+以下の文は養老4年格に引用されたものとほ考え難い内容をもっているの

である｡この｢答+紘,明法博士越智広江が政府の諮問に答えた答申であって,僧尼の得

度･受戒･師位叙任に際して政府が発給する文書(牒)の取扱いについて述べたものであ

る.すなわち,度牒ほ戒牒発給の際に回収し,師位牒を発給するyち際して戒牒を回収す

る,回収した度牒･戒牒には｢穀+の文字を記入して廃棄文書であることの証拠とする,

というのがこの答申の内容であるが,これを養老4年格に引用されたものと見なすことに

ほ,実ほ大きい困難が伴なう｡というのは,もしこの答申が養老4年格に引用されて格文

の一部をなしているのであれば,答申内容であるところの度牒･戒牒の回収･廃棄の措置

が720年当時すでに実施されていたか,あるいは養老4年格発布とともに実施されるに至

つたかのいずれかでなければならない｡前の場合には答申はすでに実施されていた措置を
説明したもの,後の場合には新措置の実施を主張･勧告するものということになるが,と

うていそのようには考えられない次のような史料が存在するのである0

治部省言,承前之例,僧尼出家之時,授之度線,受戒之日,重給公験,拠勘灼然,真偽

易弁,勝宝以来,受戒之日,穀度縁停公験,只授十師戒牒,此之為験,於事有疑,如不改

張,恐致貯偽,伏望不賢度縁,永為公験老o許之15'o

この｢治部省言+は弘仁4年(813) 2月3日のものであるが,これによると広江の答

申に見られたような度牒･戒牒の回収･廃棄措置がとられるようになったのは｢勝宝以

莱+,つまり天平勝宝年間(749-758)のことであって,養老4年格においてでも,またそ

れ以前からでもない.勝宝以前には受戒後も度牒を廃棄しないことが｢東前之例+として

行われていたのである｡それゆえこの｢治部省言+による限り,広江の答申は養老4年格

において採用･実施されたのでもなければ,また720年以前から実施されていたところを

述べたものでもないのである｡養老4年格ほ『額宋三代格』にも収載されておらず,また

『続日本紀』にも該当記事がないので,その内容は全く不明であるが,少なくとも広江の

答申を引用したものでなかったことは確かであろう｡

それでは養老4年格と広江の答申との関係はどうかといえば,後者は前者についての意

見を述べたものと見るのが適当であろう｡ 720年は僧尼の制度が整備された年だったよう

であって, 1月4日には｢始授僧尼公験+けられており16', 5月14日には｢僧綱告牒式+

が発布されている17'｡その中間の2月4日に公布された養老4年格も,内容は不明ながら

も恐らく僧尼に発給する文書に関する規定であったと推定される..広江の答申はこの格に

対する意見または解釈を求められてそれに答えたものと考えられる｡もしそうであるなら
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ばこの答申の成立が720年以降であることにはなるが,これをもって720年当時広江が明

法博士であったとか,明法博士の職がすでに成立していたとか主菜する根拠とすることは

できない｡ (A) (B)ともに養老4年格の木耳を省略した形で引用したため,広江の答申

を格文に引用されたものとする誤解が生じたものであって(なお(B)の｢養老四年二月四日

格云+は｢格云々+の誤記の可能性もある), 720年に明法博士が存在したとする説ほ,結局こ

の誤解に基づくものといわざるを得ないのである｡

明法博士設立年時を神亀･天平以前に求める利光説の論拠の一つ①が以上のように成

り立ち得ないとすれば,今一つの論拠②ほどうか｡令師の語の現われる神亀3年11月15

日官符,和銅4年10月10日口重は他の史料には見えないものの,内容的にはいずれも当

該年時のものとして疑うべき点ほ含まれていない｡従って726年および711年当時令師な

る職(あるいは称号)が存在したことには疑問の余地ほなく,問題はかかって令師が明法

博士の別名と考え得るか否かにある｡利光氏が令師を明法博士の別名とする論拠はおよそ

次の四点にまとめることができるのでlS),以下逐次これを検討してみたい｡

(＼i)『拾芥抄』は｢律師+を明法博士の別称としているが,令師は｢明らかにこの『律

師』と同意異語である+から,令師もまた明法博士の別名と考えられる｡ (ii)律令は原

則として師を｢技術官+の職名,博士を｢教育官+の名称としているが例外もある｡師の

名を有する教育官や技術官にして教育官を兼ねるケースもあり,令師が｢明法博士の別名

である可能性は大いにある+0 (iii) ｢名例律+に見える｢見受業師+は｢技術官にあらず

して教育官を意味して+おり, ｢師なる語は博士なる語と同意義に用いられることがあっ

た+ので,令師は明法博士と同意義と考え得る｡ (iv)神亀3年11月15日官符に令師と

して現われる越智広江･塩屋古麻呂が他の史料では明法博士となっていることも,令師が

明法博士であることを意味する｡

このうち(i)は余り有力な論拠ではない｡ 『拾芥抄』ほ遥か後世の史料であるから,

同書の記述を直ちに八世紀にまで遡らせて適用し得ないことほいうまでもない｡利光氏も

このことは考慮されていて, ｢拾芥抄にみえるかかる用語例は,神亀以前にまでこれを遡

らしうるものであろうか+と疑問を呈した上で, (ii)以下の論旨を展開されているのであ

る｡ (ii)ほ氏が最も力説されたところのようであって,確かに博士と師の用語例は大筋

に関してを羊氏のいわれるとおりである.しかし単に師の名称を有する教育官の例が他にあ

るというだけの理由によって令由が教育官であり明法博士の別称であるという結論を出す

とすれば,それは論理の飛経ではないであろうか｡氏は令師が｢明法博士の別名である可

能性ほ大いにある+と慎重な言い方をしておられるが,別名でない可能性もないわけでほ

ないのである｡師の名称をもつ官職がことごとく教育官あるいは教育官兼技術官であるの

ならともかく,原則は氏もいわれるとおり博士が教育官,師が技術官なのであるから,令

師がその例外に属するか否かを見きわめるためには,博士や師の名称をもつ諸官職につい

てもう少し町嘩に考えて見る必要がある｡

第1表は,博士･師の用例について考えるため,養老の｢職員令+に見える博士13,節

23,計36(地方官を除く)杏,それに対応する｢生+ (学習者)とともに列挙したもの,第
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第1表｢敬員令+に見える博士と師

l博士･叫位遍‾‾‾1可所 属 職 務 坐 定員l職 務

陰陽寮

陰陽博士

暦博士

天文博士

漏魁博士

正七位下

従七位下

正七位下

従七位下

1

1

1

掌教陰陽生等

掌造暦及教暦生等

掌侯天文気色有異密
封及教天文生等

掌率守辰丁伺漏魁之
節

陰 陽 生

暦 生

天 文 生

10

10

10

掌習陰陽

掌習暦

掌習侯天文気
色

大学寮

博 士

助 教

音博士

書博士

算博士

正六位下

正七位下

従七位上

岡 上

同 上

1

2

2

2

2

掌教授経業課試学生

掌同博士

掌教音

掌教書

掌教算術

学 生

〔学 生〕

〔書学生〕

算 生

400

〔400〕

30

掌分受経業

掌習算術

典薬寮

医博士

針博士

案摩博士

呪禁博士

正七位下

従七位下

正八位下

従七位上

1

1

掌諸薬方脈経教授医
生等

掌教針生等

掌教案摩生等

掌教呪禁生

医 生

針 生

薬 摩 生

呪 禁 生

40

20

10

6

掌学諸医療

掌学針

掌学案摩療傷
折

掌学呪禁

歌 師

顔

雅楽寮

笛

唐至

高麗

百済

新羅

伎男

師

師

楽師

琶楽師

写楽師

邑楽師

楽師

腰鼓師

従八位上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

岡 上

同 上

4

2

12

4

4

4

1

掌教歌人歌女,掌臨
時取有声音堪供奉者
教之

掌教雑僻

⊂二】

掌教楽生

准唐楽師

同 上

同 上

掌教伎楽生

掌教腰鼓生

歌 人

歌 女

衛 生

笛 生

(磨)菜生

(高麗)楽生

(百済)楽生

(新羅)発生

30

100

100

6

60

20

20

20

掌習雑顔

掌習雑笛

掌習楽

准唐楽生

同 上

同 上

(使果生以楽
戸為之)

(腰鼓生准伎
楽生)

典薬寮l薬園師1正八位上 掌知薬性色目種採薬
園諸草及教薬園生

薬 園 生 6 掌学識諸薬

陰陽寮l陰陽師 従七位上 6 掌占笈相地

画工司 画 師 大初位上 4

主計寮l算 師 従八位下 2 掌勘計詞庸及用度

主税寮l算 同 上 掌勘計租税

織部司I挑文師l大初位下 筆洗錦綾羅等文
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所属I博士欄I位階I定員J聴
務

生】定員l

典薬寮

医 師

針 師

案摩師

呪禁師

従七位下

正八位上

従八位上

正八位上

10

5

2

2

掌療諸疾病及診供

掌療諸療病及補写

掌療諸傷折

掌呪禁

内染司 染 師l少初位上 2

左衛門府 医 師I正八位下 1

左衛士府 医 師 岡 上I 2

左兵衛府 医 師 従八位上1 1

注)外宮ほ除く.位階は｢官位令+,他は｢聴員令+によるo配列ほ博士,教授を司る師,その他

- の師の傾とした｡空欄ほ規定のないこと, ⊂コは欠字を示すo 〔 〕内は｢学令+の規定に,

( )内ほ本注に基づき補なった｡

2表はこれを所属宮司･職名･職掌別に整理･集計し直したものセあるが,先ず第1表か

ら判ることノの一つは,博士･師を問わず｢掌教--+を聴務とする官聴-利光氏のいわゆ

る｢教育官+一に対応して, ｢掌習---+ ｢掌分受--+ ｢掌学--･+を任務とする｢生+が存

在することである｡それゆえ令師が明法博士のような教育官であったとすれば,それに対

応する｢令生+が存在した筈である｡しかし令生の存在を示す史料は皆無である｡その上

現存史料からうかがわれる令師の活動はすべて法律に関する諮問に対する答申の提出のみ

であって,その教育活動を示す史料は全く存在しない｡それゆえ令師を教育官と見なすこ

とはすこぶる困難であるというほかはない｡第二に,博士の名称を有する教育官の相当位

階は,案摩博士(正八位下)を除きすべて七位以上であるのに対し,師名称の教育官はこ

とごとく八位である.令師匠相当位階が定められていたか香かは明らかでないが,知られ

る限りの令師の位階は最高が正五位下,最低が正七位下であっ{19),師名称の教育官より

遥かに高位である｡むろん官位相当制の位階と現実の位階とは異なり,後者が高位であ

るのがふつうであるが,この点を考慮に入れても令師の位階と師名称教育官の位階との差

第2表 博士と師の所属別･職掌別

名

職掌
所属

教 育 教育兼技術 技 術 教 育 教育兼技術 技 術

合 計

陰 陽 寮

大 学 棄

典 薬 寮

雅 楽 寮

そ の 他

1

5

3

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

1

0

0

1

0

4

0

8

5

5

9

9

8

計 13 36
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は余りにも大きいoただ師名称の技術官には七位のものも存在するりで(陰陽寮陰陽師,輿

薬寮医師),単に位階という点からいうと令師は師名称の教育官よりも技術官に近い存在だ

といえるかもしれない.第三に,第2表において歴然としてシ1る如く,師名称の教育官は

すべて雅楽寮をこ所属しており,教育兼技術官(薬園師)が典薬寮に所属してRいるのを唯一

の例外として,他の宮司には師名称の教育官ほ全く存在しない｡令姉がもし教育官であれ

ば所属したであろう大学寮には,教育官,技術官を含めて師名称の官職は一切ないo少な

くとも官職名としての師という名称は大学棄には違和的な｡ものだったようにも思われ,敬

舞音曲を教えた雅楽寮諸師が師名称を有していたという事実は,令師が教育官であること

の傍証とはなり発いのである｡要するに博士名称･師名称を有する他の官職との比較や類

推からは,令師が明法博士と同じく教育官であるという結論は導き出せないのであって,

利光氏の主張する(ii)は到底成り立ち得ないというはかはない｡

次に氏が(iii)において見受業師が｢教育官を意味している+とされるのも,また問題

であるo受業師料の規定20)中に見える｢本受業師+紘,国博士･国医師の学生時代の旧

節,具体的には大学寮･典薬寮の｢教育官を意味している+が, ｢名例律+にいうところ

の見受業師については, ｢見受経業大学国学者,私学赤岡21)+と｢律疏+は釈している｡

この釈に従えば,大学.国学の教育官のほかに,教育官とは呼べない私学の教師一私立

学校や私塾の教師,家庭教師を含むと考えられる-も見受業師に含まれているのであっ

て,この場合の師が教育官より広義のものであることはいうまでもない｡上引｢律疏+は

利光氏も引用しておられるのであるが,その中の｢私学亦同+の句を見落されたのであろ

う｡最後に(iv)は利光氏が補足的に提出しておられる論拠のようであるが,これまた首

肯し難いところである｡越智広江･塩屋古麻呂がある時期には令姉であり,他の時期には

明法博士であったことは事実であるが,同一人物が別の時期に二つの職名をもっていたと

いうことが,決してこの二つの聴が同一のものであることを意味しないことは,余りにも

明白である｡

以上によって,令師が利光氏のいう如き明法博士の別名でないということが明らかにな

ったと思われるが,それでは令師ほ如何なる存在であったかといえば, ｢令師という名称

が奈良時代初期軒こしか見えず,しかも令師としての活動が現在致し得る限りでは,令の施

行細則の治定ということに限られている点から見て,彼ら明法家グループは当時令の細則

の治定を主要任務とし,その点でことさら令姉と呼ばれていたのでほないか22)+という,

虎尾俊哉氏の所説に聞くべきでほないかと思われる｡また｢明法博士が正式の官職である

のに対し, 『令師』は官職名でほない｡博士の方は他官と兼任の記載において『兼』の字

が見える(慎風藻など)が,＼ 『令姉』は位階の上に置かれて『兼』字が見えない23)+との嵐

義人氏の指摘も,示唆するところが極めて多い｡

結局のところ利光氏が大学寮法学科の和銅年間設立を主張する?=めに提出され.た論拠

①②はいずれも成立しないのであって24',さらにこの利光説から｢類推+して文学科の奈

良時代初期設立を主菜された東野氏の新説も, ｢類推+の根拠が否定された以上同じく成り

立ち得ないというはかはないのである｡もっとも利光氏は,和銅年間設立の｢推定は,あ
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くまでも明法科の設立年代のことにのみ限定せられる25'+と述べており,東野氏の｢類推+

ほどこまでも氏独自の主東なのであるが,こんご新史料なり新論拠なりが別に提出されな

い限り,文学科の設立年代に関してはやはり従来の通説が維持せられて然るべきであろ

う｡

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
ll)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

注

拙著『大学寮と古代儒教』 (1968年) p.40乱高明士『日本古代学校教育的興衰与中国的関
係』 (1977年) p.94.

桃裕行『上代学制の研究』 (1947年) p.28.

大久保利謙『日本の大学』 (1943年) p.31.桃裕行『上代学制の研究』 p･30.村上唯雄｢大
学寮学制の変遷について+ (『熊本大学教育学部紀要』4号, 1956年3月)
拙著『大学寮と古代儒教』 p.47#.

東野治之｢奈良時代における『文選』の普及+ (同氏『正倉院文書と木簡の研究』 1977年, p･

219.初出は大阪歴史学会編『古代国家の形成と展開』 1976年).

東野治之｢奈良時代Kおける『文選』の普及+ (同氏『正倉院文書と木簡の研究』 p･212)･

利光三津夫｢明法科の創置+ (同氏『律令制とその周辺』 1967年, p･117#･初出ほ『法学研
究』巻39, 3号, 1966年3月)
利光氏は｢明法科+と呼んでいるが,貢挙の科目名としての｢明法科+とまぎらわしいの

で,本稿では｢法学科+と呼ぷ｡
『令集解』巻8,僧尼争,任僧綱粂(『新訂増補国史大系』 〔以下『国史大系』と略称〕巻23,

p.232)
『令集解』巻8,僧尼争,准格律粂(『国史大系』巻23, p.242)･
布施弥平治『明法道の研究』 (1966年) p. 169.

『懐風藻』(『辞書類従』第8輯, p.437).
『続日本紀』巻8,養老5年1月㌘日(『国史大系』巻2, p.84)･

桃裕行『上代学制の研究』 p. 26.

『日本後紀』巻22,弘仁4年2月3日(『国史大系』巻3, p.122)I

『続日本紀』巻8,養老4年1月4日(『国史大系』巻2, p.79).

『令集解』巻8,僧尼争,住僧綱条(『国史大系』巻23, p.232)･

利光三洋夫｢明法科の創置+ (同氏『律令制とその周辺』 p.120乱)･
『令集解』巻13,妖役令,舎人史生粂(『国史大系』巻23, p.416).
『群衆三代格』巻5,加減諸国官員井廃置事,天平宝字元年11月9日勅(『国史大系』巻25･

p.203).
『律』巻1,名例律,不義(『国史大系』巻22, p.4)･
虎尾俊哉｢『例』の研究+ (坂本太郎博士還暦記念会編『日本古代史論集』下, 1962年, p･

215).

23)嵐義人｢八十一例(校異･拾遺･参考･覚書)+ (『国書逸文研究』6号, 1981年2月)･

24)利光説の①に対してほ野村忠夫氏がつとに批判されており,養老4年格に見える｢大学明法博
士+は｢明経学を本領としながら,律令の講授と法制上の勘申を兼ねた職能を与えられた『大学

博士』の意味でほなかったか+とされているが,類似の例ほ他匠見られないようであり,辛
や無理な解釈かと思われる(野村忠夫｢明法試の成立+,同氏『律令政治の諸様相』 1968年,

p.232.初出ほ『古代学』巻14,
1号, 1967年10月)

25)利光三津夫｢明法科紅おける法学教育+ (同氏『律令潮とその周辺』 p･127.初出は『法学研
究』巻39, 4号, 1966年4月).

大学寮の各学科は,当初から存在した儒学専攻の課程および数学専攻の課程はもちろ
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ん,神亀･天平の学制改革Fこ際して新設された漢文学･中国史専攻課程や法律専攻課程

も,元来正式の名称をもたなかった｡各学科が明経道(儒学科) ･算道(数学科)などとい

う正式名称をもつようになるのは9世紀以降のことであるが,文学科に関しては若干暖味

な点があった｡ 10世紀以後になると文学科はふつう紀伝道と呼ばれるようになるが, 9

世紀におけるその呼称には必ずしも明確でない点がある｡他の三学科すなわち儒学科･法

学科･数学科の場合は,正式学科名と教官･学生･校舎名が一致している｡例えば儒学科

の正式名称ほ明経道,教官ほ明経博士,学生ほ明経生,校舎は明経道院であるが,文学科

の場合紀伝道という学科名は,教官(文章博士),学生(文章生),校舎(文章院)の名称と

一致しない｡また後述の如く9世紀には文章道と呼ばれた形跡もあった｡そのため従来

の,とくに戦後の大学寮研究においては紀伝道と文章道という二通りの呼称が用いられて

いて混乱があった1'｡この混乱を正そうとされたのが桃裕行氏であって,氏はかつて次の

ように述べて文学科の正式名称ほ紀伝道をもってするベきことを提言された｡

文章道とは,文章博士,文章生などから安易に(或ほ高橋氏あたりによってか)呼び始

められた名称であった｡ --しかし事実は文章道と言ふ名称はなく,文章博士･文章生
から成る学科は,紀伝道と呼ばれてゐたのである｡

--私ほそれまですでに文章道の語
を使って書いて居たが,著書にまとめるに当って,極力文章道を紀伝道と善政めた｡た

だ｢道+観念成立前にまで遡ることを避けた為に不徹底に終って了った｡今ではもっと

徹底さす可きであったと考-てゐるし,又その後さうして来て居る｡今日人の書いたも

のを見てゐると, ｢紀伝道+と｢文章道+とを並列させて居ることがある｡これは困

る,紀伝道だけで宣しいのである｡それから,文章道と善かれたものがある｡これは紀

伝道と書き換-てほしく私は思ふのである2'｡

この提言がどの程度受けいれられたのか審かにしないが,先述の如く氏は『上代学制の

研究』の復刻改訂版発行に際し,上記提言を再度繰り返しておられる｡

史料の上で, ｢紀伝+又は｢紀伝道+という字面を追跡した結果,当時学科を呼ぶ言

葉として, ｢紀伝道+ほあっても｢文章道+はないことが分った(『本朝文粋』二,菅原文

時封事三箇条の第三条に見える｢文章道+は学科の各称ではない｡学科の名称としての用例を私ほ

小中村清矩『陽春庭薙考』巻六,明治二十年三月稿の｢古代文学論+に見出したが,或いはもっと

遡り得るであろう)｡文章博士･文章生等から成る学科を紀伝道と呼ぶのほ,その名称の

発生時点におけるこの学科の内容たる史学･文学のうち何れに重点を置いて考えたかに

よるものであろう｡私はこれを｢紀伝道の成立+にまとめ,その後に書いた分は｢紀伝

道+に統一し,それまでに書いた分は,本にする段階で改めて行った｡
-･-今日多くの

人の書いたものを見ると,紀伝道ともいい,文章道ともいうとしたり,或いぼ両者を別

のものとして並列させたりしている｡史料の上では紀伝道に統一されて居り,これを使

つて何等不都合を感じない｡よって私は今回文章道の語は,全く使わないこととし,弁
明の辞も書き換えた3)0

長い引用になったが,桃氏が二度にわたって主張されたところを俊に要約すれば,次の

五点にまとめられるのではないかと思われる.以下この五点に即して,不十分ながら考え
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てみたい｡

① 大学寮文学科ほ史料の上では紀伝道と呼ばれている｡

② 文章道という呼称は存在しない｡

③ 従って大学棄の学科が｢道+と呼ばれるようになって以後の文学科については,舵

伝道の名で統一するベきである｡

④ 文学･史学を内容とする文学科が紀伝道と呼ばれたのは,その名称発生時において

史学が重視されたためであろう｡

⑤ 文章道の用例は小中村清楚にあるが,高橋俊棄民がこれを用いて以来,文章道とい

う誤った呼称が用いられることが多くなった｡

この五点のうち①②は削ぎ同じことを表裏から述べられたものであるが,便宜①と

②を分けて考えるVL･,先ず①については確かに10世紀以降においては桃氏のいわれる

とおりである｡ ｢紀伝道+という語が完全な形で史料に現われるのほ安和2年(969) 8月

11日の宣旨に引く博士十市有象解4'が最初であるが,さらにその5年前の964年(応和4

=康保元) 2月25日粂『日本紀略』には｢勅定,散位正五位下橘仲遠講日本紀,又尚復学

生仰紀伝明経道可令差進之由,仰大学寮5'+と見える｡文中の｢紀伝明経道+が｢紀伝道

と明経道+の意味であることは明白で,これをもって紀伝道の史料上の初見と考えて差し

支えないであろう.またこの｢勅定+に基づき次の宣旨が出されている.文言にほ若干の

相違があるが,宣旨中の｢紀伝明経生+が｢紀伝道の学生+ (具体的には文章得業生･文章

生･撰文草生を指すと考えられる)および｢明経道の学生+ (明経得業生･明経生)を指すこと

紘,上引『日本紀略』の記事を照合すれば一見明らかなところである｡

左大臣宣,奉軌宣令散位正五位下橘朝臣仲遠講日本紀,又仰大学寮,其尚復紀伝明

経生等各一人令差進老

応和四年二月廿五日 大外記兼主税権助備後介御船宿祢停説6'

以上の史料についてはすでに桃氏もふれておられるので'詳しくは述べないが,とにか

く廉保･安和以後文学科が紀伝道の名で呼ばれたことは確かな事実と認められる｡しかし

桃氏によればこのことは,文学科を紀伝道と呼ぶことが康保･安和の頃に始まったという

.ことを必ずしも意味しないのであって,氏は紀伝道という名称の始まりは貞観･元慶
(859-884)頃であるとされている8'｡ただし｢紀伝道+という語の初見は上述の如く969

年であり,それ以前にほ単に紀伝という語が現れているにすぎない｡それゆえ桃氏のよう

に考えてよいか否かを確かめるためには｢紀伝+の語の用語例を明らかにして, ｢紀伝+が

｢紀伝道+を意味することが何時頃から始まるかを確定することが必要である｡

一体この語の用例はかなり多様であって,
(i)大学案文学科を指すとは考えられないも

の, (ii)文舵上｢紀伝道+の｢道+を省略したと認められ,従って文学科を指すと考えら

れるもの, (iii)文学科よりも広い範囲を指すと考えられるもの,の三通りがあるようで

ある｡ (ii)の初見が何時であるかが当面の問題であるが,それに先立って(i) (iii)のケ

ースにごく簡単にふれておくならば,先ず紀伝の語が最初に現われるのは｢明経紀伝及陰
陽医家諸才能之士, ■賜糸各十絢9)+という天応元年(781)の学者表彰の記事においてであ
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る｡ただしこの明経紀伝は学者の専攻分野を示しており,大学寮の学科を指すものではな

い｡ (i)の例と考えてよいであろうo (iii)に属するものとしてほ遥か後世の史料ではあ

るが, 『官職秘抄』が｢諸道官+粂の｢紀伝+の項に大内記･少内記･式部輔･大学頭･

文章博士･東宮学士等を列挙しているケースがある10)｡この紀伝が大学案文学科よりも広

い範囲を指していることはいうまでもない｡

さて(ii)の初見,つまり紀伝の語が紀伝逼の意味で用いられた最初の史料としては,

すでに桃氏も引いておられるところの, (A)大極殿火災に際し廃朝の可否を｢明経紀伝

博士等+に諮問したという『三代実録』貞観18年(876) 4月11日の記事がある11'｡この

諮問に対しては,博士･助教･直幕等5名の儒学科教官全員と文学科教官全員2名が答申

しており, ｢明経帝己伝博士等+が儒学科と文学科の教官を指すこと,即ち両者がそれぞれ

明経博士,紀伝博士と呼ばれていることが判明する｡しかもこの明経博士が博士(儒学科

の筆頭教官)の別名でないことは,助教･直話が明経博士として答申に加っていることか

ら明白であって,つまりここにいう明経博士は明経道の教官を意味し,従って紀伝博士も

紀伝道の教官と解せられるのである｡またこれも桃氏がすでにふれておられるが, (B)

『三代実録』元慶元年(877) 4月1日条の｢明経紀伝明法等博士+, (C)同元慶3年(879)

5月7日粂の｢明経紀伝生+も12),それぞれ明経道･紀伝道等の教官･学生を指すと考え

てよい｡要するにこれら諸史料中の｢紀伝+ほ桃氏のいわれる如く｢紀伝道+を意味する

のであって, 876年以降文学科が紀伝道と呼ばれていたことはほぼ疑い得ないところであ

る｡

② それでほ紀伝道と呼ばれるようになった文学科が文章道と呼ばれることが全くなか

ったかといえば,この点に関してほ桃氏の所説に若干の疑問をさしはさむ余地がないわ汁

ではない｡文学科を意味する｢文章道+という語が史料上に見えないのは椀氏のいわれる

とおりであるが,実は｢文章道+の｢道+を略したのではないかと思われるケースが若干

存在するのである｡学科名ではなく学問分野を指すと考えられる｢文章+の用語例は, Ⅰ

でふれた721年の学者表彰記事を始め『続日本紀』に散見するが13),むろんそれらを問題

にしているのでほない｡桃氏が引かれなかった(D) 『三代実録』貞観13年(871) 10月

21日条に｢明経文章等博士+14'の語が見えるが,この｢博士+は応天門の変後に門名改梅

の是否について諮問を受けた人たちであって,儒学科からは博士･助教が,文学科かりは

文章博士が答申している｡上引貞観18年,元慶元年の場合と類似のケースであり,上引

箇所に見える,r紀伝+を｢紀伝道+の略と考え得るなら,この｢明経文章等博士+も明

経道･文章道の教官と解すべきであって,即ちこの｢文章+ほ｢文章道+の｢道+を省略

したものと見てよいのではないだろうか｡

また元慶8年(884) 2月25日付の菅原道真奏状中の｢文章+も｢文章道+を指すので

ほないかと思われる｡必要箇所のみを引用すると次のとおりである｡

右謹検大学諸道博士,明経之学所習惟大,故官無暫噴,五人全備,算明法書音等生徒

軽少,常補二見,文章別学業非小於明経,博士猶同書算,非唯乏少,又闘一員15)

文学科教官の欠員補充を要請したこの裏状は, ｢大学諸道博士+つまり大学寮各学科の
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教官定員充足状況を比較して, ｢全備+ ｢常補+_｢闘一員+などと述べている｡それゆえこ

こに見える明経･算･明法等の語は学問分野を指すよりは,大学寮の学科を指すと考える

のが穏当であろう.とくに算･明法等についてほその生徒数のことも論じているの七
こ

れを学科名でないと見なすことは困難である(書･音は独立の学科ではないが,後には書道･

書道の語も生まれており, 9世紀以後は学科に近い形になっていたと考えられている1S))｡従って

｢文章則云々+の句は, ｢文章道はその学業が明経道より軽小ではない+という意味に解せ

られ,ここでも｢文章道+の｢道+を省略して文学科の呼称としていると見られるのであ

る｡

その他10世紀末の史料ではあるが,大江匡衡の藤原行成宛書翰中の｢以文章宿学之

杏,不給可給之官17'+の｢文章+紘,学問分野を指すと考えることもできるが学科を指す

と見る余地もある｡この書翰にはもうー箇所｢文章+という語が現れており(｢文章者,天

地之心+と見える),それを学科名と解することはむろんできない｡しかしこの書翰が善か

れた1000年(長保2)当時匡衡は文章博士在任中であって, 989年(永祥元)以来18)在任

10年をこえた｡文章生補任以後永年文学科にかかわってきたこともいうまでもない｡も

しこれらの事実を指して｢宿学+といったのであれば, ｢文章宿学+という場合の｢文章+

が文章道を意味すると考えることもあながちに不可能ではないであろう｡ただ10世紀以

降において文学科を文章道と呼んでいる確実な事例ほ他に見出されていないので,この匡

衡のケースについての断定ほ差し控えたい｡

従ってこのケースはともかく,叡上の他の二例に見られる｢文章+ほいずれも｢文章

道+を意味すると見て大過ないのでほないだろうか｡もしそう見られるならば,この二例

の現われる時期は文学科が紀伝道と呼ばれ始めた時期とはぼ一致しているので,貞観･元

慶頃にほ文学科に紀伝道･文章道の二つの呼称が併存していたということになる｡ ｢文章

道+という三文字を具備したケースが史料上に見えないのは桃氏のいわれるとおりであ

り,また10世紀以降ほぼ紀伝道という呼称に統一されていくことほ確かである｡しかし

それに至らない9世紀末には,なお紀伝道･文章道の二名称が過渡的に併存したのではな

いだろうか｡

なお①②の問題を考えるに当って一つ痩意すべきことは,紀伝道･文章道をそれぞれ

意味すると解し得る紀伝･文章の語が見える9世紀の史料の信頼限界の問題である｡菅原

道真奏状にはこうした問題はないであろうが,それ以外の上引(A)-(D)ほいずれも

『三代実録』の記事であり,いわば二次的な史料である｡むろんこれらの記事が虚偽を伝

えるものだというのではないし,それぞれ確実な原史料に基づく記録であることを否定す

るものでもない｡しかし原史料の一言一句も変更なく記録されているわけでもない上に,

どの語句に変更があJ?たのかを明らかにすることもできないo (A) (B) (D)においては

大学寮教官-の政府諮問の中に｢紀伝+ ｢文章+の語が見えたのであるが,記録されてい

る諮問ほ恐らく宣旨の形で出されたであろう諮問原文でほない(答申のみほ原文と思われる

ものが引用されている)｡また(C)ほ前年から始められて中断していた講日本紀が再開され

｢明経紀伝生+が新たに都講に任ぜられたとの記事であるが,都幕差進を命じる宣旨にも
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果して｢明経紀伝生+の語があったか香かは確かめ難い(原｢宣旨+とその記銘との間に若

干の文言の差がある例は,上述の964年の着日本紀の際にも見られた)o それゆえ当面問題とな

っているような,個々の語の存否を論じる場合にほ, (A)-(D)の如き史料に依存するこ

とには若干の危険が伴うことほ否み発い｡むろんこのようにいったからとて,文学科を文

章道と呼んだ例と見られる道真奏状が一次史料であり,紀伝道という名称が二次史料にし

か現われないということを根拠に,当時紀伝道の呼称が存在しなかったと断言するのでは

ない19'｡しかし9世紀末の文学科の正式名称として文章道という呼び方も存在したという

ことが,少なくとも相当の重みをもっていえることにはなるであろう｡

③ 紀伝道･文章道という語が現れるのが道観念成立以後であることほ改めていうまで

もないが,それでほ通観念の成立ほ何時か.桃氏は｢承和から貞観にかけて,学科を『道』

を以て呼ぶこと+が成立したとし, 『三代実録』貞観10年(868)滋野安成(安城)卒伝に

見える｢諸道人+を史料上の初見としておられる20'｡ ｢諸道人+を｢諸道の人+と訓じ

｢大学寮諸学科の人びと+と解されたものと思われる｡しかし原史料には｢安城尤好老荘,

諸道人等受其訓説21'+とあり,桃氏のように読むと安成について老荘を学んだのが大学寮

教官･学生のみということになる｡あるいはまたこの記事が,彼が858年(天安2)侍従

所で老荘を講じ文章生･学生等5人が聴講したこと22'を指すのであれば,わずか5人の

学生を｢諸道の人+と呼ぶのは大袈裟であり,他に聴講者がいたとすれば｢諸道の人+と

ほいえなくなる｡彼のもとで老荘を学んだのは5人の学生や大学寮関係者のみではなかっ

た筈であるbLゝら,この｢諸道人+は恐らく｢諸の道人+と読むべきであって,老荘を学ぶ

人を｢道人+と表現したものと見るのが適切であろう｡それゆえ学科が道と呼ばれた史料

上の初見は868年ではなく, 871年(貞観13) 8月25日制定の｢貞観式+であろう｡ 『三

代実録』仁和元年(887) 3月15日粂に｢式云,諸国博士医師老,奉試及第井共通博士等

並共挙申為受業,自余為非業23'+とあって｢其道博士+の語が見え,同年12月27日官符

にも｢音書算三道博士24'+の語が見出されるのである｡

このように道の初見が871年,先述の如く紀伝道の初見がそれから5年後の876年であ

るとすると,この頃から大学寮の各学科が明経道･紀伝道などと呼ばれるようになったと

する桃氏の主菜は改めて確認できることになる｡なお文学科についてほ文革道の名称も用

いられたことは既述のとおりであるが,それでほこれ以前に各学科は全く名称を持たなか

ったかというと,確かに設立当初の各学科に特別の名がなかったことは前に述べたとおり

である｡ただ『日本紀略』延暦11年(792)閏11月20日条に｢勅,明経之徒,不可習

育,発声覇読既致靴謬,宜熟習漢音25'+とある｢明経之徒+は儒学科の学生の意味であっ

て,ここでほ儒学科が単に｢明経+と呼ばれていたらしい土とがうかがわれる｡他の語学

科の名称についてほ敬すべき史料を見出し待ていないので全くの推測になるが,文学科は

あるいは｢文章+と呼ばれていたのかもしれない｡少なくとも｢紀伝+でなかったことは

確かであろう｡ 808年(大同3)-834年(東和元)にほ,紀伝博士･紀伝得業生･紀伝生か

ら成る学科(史学科)が文学科とは別に設けられていたからである26'.

④ 文学科が紀伝の名で呼ばれるようになるのは,むろん史学科が廃止され,紀伝博士
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の定員が文章博士に振り向けられるようになって以後のことである｡しかしこれ以後文学

科においてとくに史学(中国史)が重んぜられるに至り,その結果紀伝道という学科名称

が生じたのかどうかについては,それを明快に証明し得る史料はないようである｡文学科

の教科書は恐らくその設立以来三史と『文選』とであって,史学科廃止によって教科書が

変ったわけではない｡三史以外に『青書』が講義されたこともあったが27',それとてもと

くに史学の重視とまではいえないであろう｡それどころか,当時の文章生の学習内容とし

て記録されているところを見ると,史学よりも文学が重視されていたようにさえ思われるo

第3表は9世紀に編速された国史,即ち『日本後紀』 (840年), 『続日本後紀』(869年),

『文徳実録』(879年)の轟卒伝に見える文章生経験者18名中,文章生としての学習につい

ての記載のある人5名をあげたものである｡事例数が少ないので決定的なことはいえない

第3蓑 9世紀の国史裏卒伝に見える文章生の学習

氏 名l 文章生としての学習 l毒卒年月日 典 拠

上毛野穎人

甘南備高直

藤原愛発

藤原閑雄

藤原諸成

稽習文章生小史事

少為文章生能属文

為文章生屡献応詔之詩

奉文章生試及第- -少習属文
為文章生--･暗葡文選上映

821･8･18

836･4･ 8

843･9･13

853･2･14

856･4･18

『日本後紀』20逸文(『額衆国史』66)

『境目本後紀』5

同上, 13

『文徳実録』 5

同上, 8

が,これらの人に関する限り大部分が史学よりも文学を学んだことがとくに記述されてい

る｡文章生は実際にほ文学･史学の双方を学んだ筈であるのに文学学習に重点をおいた記

述がなされているのは,これらの亮卒伝が依拠した原史料がすでにそうなっていたためか

もしれないが,同時に高卒伝が時代風潮や編述者の価値判断をよく反映していると指摘さ

れていることと関係があるかもしれない28'｡朝野鹿取(『日本後紀』),春澄善縄(『続日本後

紀』),菅原是善(『文徳実録』)など9世紀の文学科を代表する人物がこれら国史編述の中心

的役割を果している事実を考え合わせると,当時の文学科内に史学重視の傾向がどの程度

高まっていたのか,疑問としないわ桝こはヤ､かないようであるo文学科が9世紀後半に至

って紀伝道と呼ばれるようになった理由については,今後の検討に侯つ点が多いのであ
る｡

⑤ 最後に,文章道という呼称が戦後の研究者の間で用いられるようになった経緯につ

いては,桃氏のいわれるところが大筋において当っているようである｡中世ほもちろん近

世においても大学案文学科ほ紀伝道と呼ばれており29',明治初期の日本教育史書もこれを

継東している30'｡桃氏によれば文章道の用例は小中村清矩に見出されるといわれるが,そ

れは教育史書には採り入れられなかったらしい31'.文章道の語を初めて使用した研究者ほ,

やはり高橋俊乗だったといってよいようである.ただし『日本教育史』 (19t23年)では把

伝道･文章道の両語を併用しているが, 『日本教育文化史』 (1933年)でほ専ら文章道の

語を用いている32'｡高橋俊乗が日本古代･中世教育史研究に残した足蹟は大きいが,その

業爵には再検討を要するものが含まれていることも確かであって,文学科の呼称の問題も
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またその一つだといって差し支えないであろうo

以上,大学案文学科の設立年代およびその正式呼称という基礎的な問題に関する東野

氏(および利光氏)･桃氏の提言に対していささかの考察を試みた｡諸氏の論旨を的確に

把捉せず妄評にわたる点もあったかもしれないが,ひたすらご寛恕をお願いしたい｡

注

1)在来の研究には,文学科の呼称として(A)紀伝道の語を用いるもの, (B)文章道の語を用
いるもの, (C)紀伝道･文章道を併用するもの, (D)紀伝道は文章道に含まれるとするも
の,の四通りがあったo それぞれ一つ宛あげると, (A)和島芳男｢上代貴族の学問につい
て+上, (『神戸女学院論集』巻6･ 1号, 1959年6月), (ち)堀内秀晃｢平安初期の大学寮+
(『国語と国文』巻50･10号･1968年10月)I (C)村上唯雄｢文章院の設立年代に就いて+ (『熊
本大学教育学部紀要』 5号･ 1957年3月), (D)柴田実｢平安時代前期の歴史思想+ (日本思

想史研究会編『日本における歴史思想の唇開』1965年所収),また研究書でほ多賀秋五郎『唐
代教育史の研究』 (1953年)が(B)･川口久雄『平安朝漢文学史の研究』上, (1959年)が
(C), (ただし川口久雄『平安朝の漢文学』 1981年では(A)に変っている),通史(教科書)
では唐沢富太郎『日本教育史』 (1953年)が(A),尾形裕康『日本教育通史』 (1960年)が
(B)である｡

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ll)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

桃裕行｢古事類苑と上代学制+ (『古事類苑月報』6, 1967年9月).
桃裕行『上代学制の研究』 (1983年復刻版) ｢復刻のあとがき+, p.5乱
『類繁符宝抄』巻9

,応准得業生命課試藤原右賢事(『国史大系』巻27, p.267).
『日本紀略』後篇4,康保元年2月25日(『国史大系』巻11,

p.91).
『類釆符宣抄』巻9･応令橘仲速読日本紀事(『国史大系』巻㌘,

p.244).
枕裕行『上代学制の研究』

p. 146.

桃裕行『上代学制の研究』 p. 144.

『続日本紀』巻36･天応元年11月18日(『国史大系』巻2,
p.478).

『官聴秘抄』下(『辞書類従』第5輯,
p.588f.).

『三代実録』巻28･貞観18年3月11日(『国史大系』巻4,
p.373).

『三代実録』巻31･元慶元年4月1日,巻35,元慶3年5月7日(『国史大系』巻4,
p.399,

p.452).
『続日本紀』巻7,養老5年1月㌘日,巻21,天平宝字2年11月26日,巻31,宝亀2年11

月24日(『国史大系』巻2, p.84, p.257, p.396).
『三代実鐘』巻20,貞観13年10月21日(『国史大系』巻4,

p.299).
『菅家文革』巻9,請被補文章博士-貞闘共済薙務状(『日本古典文学大系』 72, p.566).
桃裕行『上代学制の研究』

p. 119ff.

『本朝文粋』巻7･返送貞観政要於蔵人頭藩原行成朝臣状(『国史大系』巻29下,
p. 173).

『二中歴』第2,儒職歴･文章博士(『改訂史籍集覧』 23,
p.42).

佐に百歩ゆずって, (A)-(D)に見える｢紀伝+ ｢文章+の語がことごとく『三代実録』編述
老の書き加えたものであったにしても, 『三代実録』の編述ほ901年(延害元)のことである
から,それらの呼称の初見年時はせいぜい30年余り降るにすぎない.
桃裕行『上代学制の研究』 p. 108, p. 144.

『三代実録』巻15,貞観10年6月11日(『国史大系』巻4,
p.233).

『文徳実録』巻10･
,天安2年3月15日(『国史大系』巻3, p.113).なお滋野安成について

は栄原永遠男｢滋野氏の家系とその学問+ (『和歌山県史研究』8号, 1981年1月)参照.
『三代実餐』巻47･仁和元年3月15日(『国史大系』巻4,

p.584), 『式逸』下, ｢貞観式+式
部省(『続々辞書類従』 6. p.546).
『類衆三代格』巻5,応加増算博士位階事(『国史大系』巻25,

p.224).
『日本紀略』前篇,巻13･延暦11年閏11月28日(『国史大系』巻10,

p.266).



)

)

)

)

26)

27)

28)

29)

30)
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『類衆三代格』巻4,紀伝博士事,応加置文章博士一員事(『国史大系』巻25, p. 158).
『文徳実録』巻10,天安2年6月20日,山田春或卒伝(『国史大系』巻3, p.118).

亀田隆之『日本古代御慶史論』 (1980年) p.296.

伊藤梅宇『見聞談叢』 (岩波文庫版, p.118),真野味縄『本朝学原浪華抄』巻2 (『続々群書

類従』 10,
p.500).

『日本教育史略』(1877年, 『明治文化全集』巻18, p.323),佐藤誠実『日本教育史』 (1888

年, 1943年版, p.79乱).

31)能勢栄『内外教育史』 (1893年, p.52),白石正邦『日本教育史』 (1910年, p.61)などの当
時著名だった教育史書ほいずれも文学科を紀伝道と呼んでいる｡

32)高橋俊乗『日本教育史』 (1923年), p.93, p.97.同『日本教育文化史』 (1933年) p.68.な

お拙著『大学寮と古代儒教』 (p.80)でほ文章道を正式呼称,紀伝道を別称としたが, 10世

紀以降については紀伝道を正式呼称と改めたい.


